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令和７年３月定例議会 議案概要 担当課 社会教育課 種別 条例

議案番号 議案第 50 号 議案名 琴浦町公民館条例の一部改正について

目 的

安田地区公民館を改修後の施設に移転することに伴い、位置の変更を行うと

ともに、公民館運営協議会の設置について、教育委員会が認める場合は、その

限りでないとするもの。

内 容

１ 改正内容

【第２条】安田地区公民館の所在地番の変更

琴浦町大字箆津 437 番地 → 琴浦町大字箆津 318 番地

・安田地区公民館を、R６年度に整備した安田地区地域交流センター（旧安田

小学校）１階に移転するもの

・施設名称については、３月議会で条例制定を予定

【第６条】公民館運営協議会の設置について、ただし書を追加

・琴浦町では、公民館を全地区に設置しており、その運営を審議するための公

民館運営協議会という組織を引き続き大事にしていく。

・ただし、教育委員会が認めた場合は公運協を置かないこともできるよう改正

するもの。

・「教育委員会が認める場合」は、別途、教育委員会規則で定める予定。

現時点では、「公民館の運営について審議できる組織がある場合」とし、次

の状況を想定。

→町が認定した地域運営組織があり、公民館運営についても審議ができる体

制であると認める場合

・公運協を置かない場合は、教育委員会で承認を受ける。

補足事項 施行期日 令和７年４月１日

改正後 改正前

(公民館運営協議会) (公民館運営協議会)

第６条 公民館の運営について審議する

ため、各地区公民館に公民館運営協議

会を置く。ただし、教育委員会が認め

る場合は、この限りでない。

第６条 公民館の運営について審議

するため、各地区公民館に公民館

運営協議会を置く。

２及び３ 略 ２及び３ 略


